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要旨 

 

近年、介護職員賃金の低迷が社会的問題とされており、国はその改善を主な目的として、2009

年・2012 年に介護報酬の引き上げ改定を行った。しかし、それらの引き上げ改定が実際に介護職

員賃金の上昇をもたらしたか否かは、未だ検証されていない。そこで、本稿は、2009 年・2012 年

の引き上げ改定が介護職員賃金の上昇をもたらしたか否かを、介護労働実態調査の個票データ

を用いたプーリング回帰により検証した。分析の対象は、サービス種類としては訪問介護・通所介

護・特別養護老人ホームの 3 種類、雇用形態としては月給制の正規職員・時給制の非正規職員

の 2 形態とし、6 類型について回帰分析を行った。 

 分析の結果は以下の 4 点に要約できる。第 1 に、介護報酬改定は、正規職員賃金には一定の

影響を与えているが、非正規職員賃金には顕著な影響を与えていない。第 2 に、2009 年改定は、

事業所に一時的な収入の増加と認識されたため、正規職員の賞与の上昇をもたらしたが、平常給

与の上昇は僅かにしかもたらさなかったと推測される。第 3 に、2012 年改定は、改定率が小幅で

あったため、また処遇改善交付金の廃止を伴ったため、一部のサービス種類においてのみ正規職

員賃金の上昇をもたらした。第 4 に、介護報酬改定は、賃金に影響を与える要素の一つに過ぎず、

その他の要素の影響が無視しえない。 

 これらの結果から、引き上げ改定が充分な効果を挙げるためには、以下の 3 点に留意する必要

があると考える。第 1 は、一時的な収入の増加と認識されないよう、介護報酬の水準の継続性を確

保することである。第 2 は、補助金・税制優遇等の、介護報酬改定以外の政策との整合性を確保

することである。第 3 は、各サービス種類の単位数・市場環境等の特性を考慮し、それらに関わら

ず全サービス種類に効果を波及させる包括性を確保することである。 
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1. 序論 

 

 近年、介護職員賃金の低迷が社会的問題とされている。少子高齢化は急速に進行しており、高

齢者に充分な介護を提供できるか否かは、国家全体の視点からも個別世帯の視点からも重要な

課題である。介護職員賃金の低迷が事実であるならば、それは介護人材や介護サービスの不足を

もたらしうるため、懸念すべき材料である。 

 これに対して、国は介護職員賃金を改善するための様々な政策を実施してきた。介護報酬の引

き上げはその一つである。介護報酬は介護サービスの公定価格であり、その引き上げは介護サー

ビス事業所の収入の増加をもたらし、それを通じて介護職員賃金の上昇をもたらすと期待できる。

第 158 回社会保障審議会介護給付費分科会資料によれば、2018 年 4 月にも引き上げ改定が為

される方向である。 

 しかし、介護報酬の引き上げは、一般に介護サービスの減少と保険料・租税の増加を伴う。原則

として、介護報酬の 1 割は利用者が利用者負担として支払い、9 割は市区町村等が介護サービス

給付費として支払う。前者の上昇は、代替効果により介護サービスの利用の減少をもたらし、後者

の上昇は、その原資となる保険料・租税の負担の増加をもたらす。介護報酬の引き上げは、それら

費用の増加に見合う効果を挙げている場合にのみ継続するべきであり、そうでない場合は政策の

内容を見直す必要がある。 

そこで本稿は、介護報酬の引き上げ改定が介護職員賃金の上昇をもたらしたか否かを検証する。 

 

 

 

2. 政策状況 

 

2-1. 人材不足と賃金低迷の概念  

 報道等では、しばしば介護職員の人材不足が発生していると指摘される。実際に、2012 年介護

労働実態調査によると、全体の 63%の介護サービス事業所が、介護職員が不足していると回答し

ている。しかし、介護職員の雇用数量は、労働市場において需給が均衡する水準に決定されてお

り、制度・政策による統制を受けていない。従って、経済的な意味での人材不足が生じているとは

考えづらい。実際に、2017 年 5 月の職業紹介状況によると介護職員の有効求人倍率は 59 業種

中 11 位の高さであり、平均よりは高いものの突出してはいない。また、介護事業状況報告によると、

(図 01) に示すように、介護職員数は要支援・要介護認定者数とともに増加しており、介護サービ

スの需要数量に対して介護職員の雇用数量は弾力的に反応していると推測される。 

 山田 (2011) は、医療サービスにおける人材不足について、「医学的見地に基づく医療スタッフ

不足」と「経済学的な意味での医療スタッフ不足」は別個の概念であり、前者は存在しうるが後者は

存在しないとしている。そして、前者は「何らかの方法で潜在的患者のニードを推計し、そこから必

要とされる医療サービスに対応した医療スタッフへの需要を割り出し、それと現行の医療スタッフと

の差を不足  (あるいは過剰) と理解する」概念であるとしている。 

これと同様に、介護サービスにおける人材不足は福祉的なそれであり、経済的なそれではないと

推測される。福祉的な見地から何らかの方法で推計したニードを満たしうる介護職員数の水準と現

行の介護職員数の水準との差異を、福祉的な人材不足とするならば、そのような人材不足は存在
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しうる。また、平等・人権等に主眼を置いて評価した福祉的な人材不足と、効率に主眼を置いて評

価した経済的な人材不足が合致しないということも、充分にありうる。 

 

 (図 01) 介護職員数と要支援・要介護認定者数の推移  

 
出所 : 介護保険事業状況報告に基づき筆者が作成した。 

注記  : 訪問介護・通所介護・特別養護老人ホームの常勤換算職員数と要支援・要介護認

定者数の、2008 年を 100 としたときの比率を示す。 

 

 また、報道等ではしばしば、介護職員賃金は低迷していると指摘される。実際に、2016 年賃金構

造基本統計調査によると、全職種平均の所定内給与額は 30 万円であるのに対し、ホームヘルパ

ーのそれは 21 万円・施設介護職員のそれは 22 万円である。しかし、介護職員の賃金は、労働市

場において需給が均衡する水準に決定されており、制度・政策による統制を受けていない。従って、

経済的な意味での賃金低迷が生じているとは考えづらい。実際に、就業構造基本調査の個票デ

ータを分析した山田他  (2009) は、年齢・勤続年数・学歴等を調整すれば、介護職員の賃金は

他産業従業者の賃金よりやや高いとしている。 

 介護現場における賃金低迷もやはり、福祉的なそれであり、経済的なそれではないと推測される。

介護職員の限界生産物の価値が現行よりも高く、介護事業所が現行よりも高い賃金を支払えるな

らば、介護事業所が介護職員を増員し福祉的な人材不足が解消される可能性がある。福祉的な

人材不足を解消しうる賃金の水準と現行の賃金の水準との差異を福祉的な賃金低迷とするならば、

そのような賃金低迷は存在しうる。 

 

2-2. 人材不足と賃金政策の関係  

 介護職員の人材不足の要因については様々な研究が為されているが、賃金低迷に言及したもの

が特に多い。賃金低迷に言及した研究としては、賃金の低迷が求職者の減少をもたらすとした下

野  (2009)、賃金の低迷が離職率の上昇をもたらすとした鈴木  (2011)、介護福祉士が就職の検

討に当たって賃金を重視しているとした佐野他  (2011) 等がある。賃金低迷以外の要因に言及し

たものとしては、教育・研修の実施が離職率を低下させるとした大和他  (2013)、腰痛予防対策等

の健康維持への取り組みが離職率を低下させるとした花岡 (2009) 等がある。 

 しかし、政策により惹起された賃金の上昇が福祉的な人材不足の緩和をもたらすか否かを判断

することは、容易ではない。例えば、介護報酬の引き上げにより賃金の上昇を惹起した場合、同時
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に利用者負担上も上昇するため、低所得者のニードが満たされなくなる可能性がある。最低賃金

の法定により賃金の上昇を惹起した場合、事業所の賃金負担が増加するため、事業所が介護職

員を削減し人材不足が悪化する可能性がある。介護職員への直接的な手当支給により手取り収

入を増加させた場合、市場の状況によっては、事業所が支給する賃金が低下する以外に何らかの

変化も生じない可能性がある。 

 さらに、人材不足の緩和がもたらされる場合でも、その効果が費用に見合うか否かを判断すること

は、容易ではない。例えば、介護報酬の引き上げにより賃金の上昇を惹起した場合、一般に上述

の利用者負担の上昇に加えて介護報酬の原資となる保険料・租税の負担の増加がもたらされる。

最低賃金の法定により賃金の上昇を惹起した場合、供給される介護サービスの数量の減少や品

質の低下がもたらされる。介護職員への直接的な手当支給により手取り収入を増加させた場合、

手当の原資となる租税の負担の増加がもたらされる。 

 政策による賃金の上昇の惹起が費用に見合うだけの人材不足の緩和をもたらすか否かを判断し、

そのような政策の実施が望ましいか否かを評価するためには、慎重な検討が必要である。本稿は、

介護報酬の引き上げが望ましいか否かの規範的な評価は行わない。それが望ましいという評価が

得られたという前提の下で、引き上げ改定が賃金の上昇をもたらしたか否かの実証的な検証のみ

に焦点を当てることとする。 

 

2-3. 賃金政策の内容  

 国は、「介護・障害福祉従事者の処遇改善に関する法律」の制定をはじめとして、介護職員賃金

を改善するための様々な政策を実施してきた。そのうち最も主要なものは、介護報酬の引き上げと

処遇改善交付金事業の実施である。 

(1) 介護報酬の引き上げ 

介護報酬は介護サービスの公定価格であり、その引き上げは介護サービス事業所の収入の増

加をもたらし、それを通じて介護職員賃金の上昇をもたらすと期待できる。介護報酬は、原則として

3 年ごとに改定されている。2003 年・2006 年には財政負担の抑制を主な目的として引き下げ改定

が為された。その後、賃金低迷が注目されるようになり、2009 年・2012 年には介護職員賃金の改

善を主な目的として引き上げ改定が為された。2015 年には、物価動向の反映を主な目的として再

び引き下げ改定が為された。改定の全体的な傾向は、予算規模の変化から算定される改定率に

より示される。これまでの改定率は (表 01) の通りである。一般に、改定率が正である改定は引き

上げ改定・負である改定は引き下げ改定と呼ばれている。 

 

(表 01) 介護報酬の改定率  

 2003 年  2006 年  2009 年  2012 年  2015 年  

在宅サービス分改定率  (不明) (不明) +1.7% +1.0% -1.42% 

施設サービス分改定率  (不明) (不明) +1.3% +0.2% -0.85% 

全体改定率  -2.3% -0.5% +3.0% +1.2% -2.27% 

出所 : 厚生労働省ウェブサイトに基づき筆者が作成した。 

注記 : 2005 年の介護保険法改正に伴う臨時改定・2014 年の消費税率改定に伴う臨時改定

については、記載を省略している。 
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 介護報酬は単位数と単価の積として算定される。単位数は、サービス種類・サービス内容等に応

じて定められており、各サービスの本体単位数と、一定の条件を満たした場合に上乗せされる各種

加算から成る。単価は、10 円を原則として、物価水準に応じて市区町村・サービス種類別に定めら

れている。例えば、2012 年改定後の場合、身体介助を中心とする 30 分未満の訪問介護のサービ

スの本体単位数は 254 単位である。介護職員の賃金を改善するための一定の取り組みを行って

いれば、「処遇改善加算」としてこれに 8%が上乗せされる。また、東京都の特別区における訪問介

護の単価は、12.6%の割増率が設定されているため 11.26 円である。従って、東京都の特別区に

おいて前述のような介護サービスを提供し「処遇改善加算」の要件も満たしている場合、介護報酬

は、254、1.08、11.26 の積の 3088 円となる。介護報酬改定においては、本体単位数・各種加算・

単価が個別的に改定される。従って、引き上げ改定が為されたときであっても、特定のサービス種

類・サービス内容・市区町村等においては介護報酬が減少することがありうる。 

(2) 処遇改善交付金事業の実施  

 処遇改善交付金事業は、介護職員賃金を上昇させた介護サービス事業所に、介護報酬とは別

個の補助金を交付する事業である。交付額は最大で職員 1 人 1 月当たり 2 万 7000 円であり、

2009 年 10 月から 2012 年 3 月までの 2 年半にのみ実施された。この事業は、当初から時限的な

措置とされており、このため充分な効果を挙げていないという批判を受けた。そこで、2012 年の介

護報酬改定に際して、「処遇改善加算」という名称で介護報酬の一部に組み込まれ、恒久的な措

置とされた。 

 

2-4. 介護報酬改定に関する先行研究  

 上述の 2 つの政策のうち、処遇改善交付金事業の実施は既に終了した。これに対し、介護報酬

の引き上げは、第 158 回社会保障審議会介護給付費分科会資料によれば 2018 年 4 月にも為さ

れる方向であり、今後も継続される可能性がある。 

 しかし、介護報酬の引き上げは、一般に介護サービスの減少と保険料・租税の増加を伴う。原則

として、介護報酬の 1 割は利用者が利用者負担として支払い、9 割は市区町村等が介護サービス

給付費として支払う。前者の増加は、代替効果により介護サービスの利用の減少をもたらし、後者

の増加は、その原資となる保険料・租税の負担の増加をもたらす。介護報酬の引き上げは、それら

費用の増加に見合う効果を挙げている場合にのみ継続するべきであり、そうでない場合は政策の

内容を見直す必要がある。 

介護報酬改定が介護職員賃金に与える影響を検証した先行研究は多くない。2003 年・2006

年の引き下げ改定については、周  (2009) および山田他  (2009)が、賃金の低下をもたらしたこ

とを確認している。2009 年の引き上げ改定については、上野 (2014) が、単価部分の改定を通じ

て介護職員賃金の地域間差異を惹起したことを確認している。従って、2009 年・2012 年の引き上

げ改定が賃金の上昇をもたらしたか否かは、未だ検証されていない。 

介護報酬改定が介護職員賃金に与える影響は多様である可能性があり、さらなる検証が為され

ることが望ましい。Kahneman et al. (1979) は、プロスペクト理論の提示において、ある金額の損失

は同額の利益よりも大きく評価されることを報告しており、Shea (1995) は、所得の増加は消費の

増加をもたらすが所得の減少は消費の減少をもたらさない事例があることを報告している。介護報

酬改定についても同様に、引き上げ改定と引き下げ改定が異なる影響を与える可能性がある。ま

た、宮崎  (2012) は、平均入院日数の短縮による診療報酬の増加は看護職員賃金を上昇させる



7 / 28 

が、看護職員の増加による診療報酬の増加は看護職員賃金を低下させることを報告している。介

護報酬改定についても同様に、改定の全体を構成する個別の項目が異なる影響を与える可能性

がある。 

そこで、本稿は、2009 年・2012 年の介護報酬の引き上げ改定が、介護職員賃金の上昇をもた

らしたか否かを検証する。 

なお、先行研究との整合性を確認するため、2006 年の介護報酬の引き下げ改定が介護職員賃

金の低下をもたらしたか否かも、併せて検証する。データの制約等のため、2003 年改定・2015 年

改定は対象としない。 

 

 

 

3. 推定モデル 

 

3-1. 介護サービス市場  

本稿では、介護サービス市場の状況を下記の通り想定する。 

介護報酬を p、介護職員の平均能力を a、事業者 j の人数単位で測った介護職員の雇用数量

をL୨、事業者 j がサービス 1 単位に投入される能力単位で測った雇用数量をm୨、能力単位で測っ

た雇用数量 1 単位当たりの賃金を w、事業者 j の利潤をπ୨とする。このとき、π୨は (式 01) の通り

である。 

π୨ =
p

m୨

aL୨ − waL୨ =
1

m୨

 ൫p − m୨w൯ aL୨ (式 01) 

さらに、各事業者は、π୨が正である場合、介護サービスの内容の改善・介護労働の負担の軽減

等を図って、π୨が 0 になるまでm୨を上昇させるものとする。このとき、全事業者のm୨は (式 02) を成

立させる m に等しくなり、均一となる。 

p=mw (式 02) 

介護サービス市場では、市場供給曲線は水平となる。支持協供給曲線は、m の変動を介して、

p の引き上げや引き下げに応じて上下する。介護サービスの市場需要曲線は右下がりであるとし、

市場需要関数をDୗ (0.1p) とする。利用者負担は原則として p の 1 割であるため、市場需要関数の

説明変数は 0.1p となる。このとき、介護サービスの取引数量はDୗ (0.1p) により決定される。(図 02) 

はこれを図示したものである。 
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 (図 02) 介護サービス市場  

  

p の引き上げに対する m の上昇  p と mw の一致  

出所 : 筆者作成  

 

 

3-2. 介護労働市場  

本稿では、介護労働市場の状況を下記の通り想定する。 

介護労働の市場供給曲線は右上がりであるとし、能力単位で測った市場供給関数をS (w) と

する。介護サービスの取引数量はDୗ (0.1p) であるので、介護職員の能力単位で測った雇用数量

はmDୗ (0.1p) となる。このとき、w はこの雇用数量を確保できる水準に決定され、下式が成立する。

(図 03) はこれを図示したものである。 

S(w) = mDୗ(0.1p) (式 03) 

 

 (図 03) 介護労働市場  

 

出所 : 筆者作成  

 

 

3-3. 介護報酬改定が賃金に与える影響  

 (式 02) を m について解き(式 03) に代入すると、下式が得られる。 
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wS (w)  = pDୗ (0.1p) (式 04) 

介護サービスの利用者負担である 0.1p をP (p) とし、上式を全微分すると、下式が得られる。 

ቈS (w)  + w
∂S (w) 

∂w
 dw = ቈDୗ (P)  + p

∂Dୗ (P) 

∂P

∂P (p) 

∂p
 dp (式 05) 

これを変形すると下式が得られる。 

S

Dୗ

dw

dp
=

൬1 +
p

Dୗ

∂Dୗ

∂P
∂P
∂p

൰

ቀ1 +
w
S

∂S

∂w
ቁ

=
൬1 +

0.1p
Dୗ

∂Dୗ

∂P
൰

ቀ1 +
w
S

∂S

∂w
ቁ

=
൬1 +

P
Dୗ

∂Dୗ

∂P
൰

ቀ1 +
w
S

∂S

∂w
ቁ

 (式 06) 

(式 04) をSについて解いて左辺に代入すると、下式が得られる。 

p

w

dw

dp
=

൬1 +
P

Dୗ

∂Dୗ

∂P
൰

ቀ1 +
w
S

∂S

∂w
ቁ

 (式 07) 

 左辺は、介護報酬に対する賃金の弾力性である。右辺の分母は、1 と賃金に対する労働供給の

弾力性の和であり、正である。右辺の分子は、1 と介護報酬に対するサービス需要の弾力性の和

であり、その正負はサービス需要の弾力性の値が-1 を上回るか否かに依存する。 

サービス需要の価格弾力性を推定した先行研究には、遠藤  (2002) ・大日  (2002a) ・大日  

(2002b) のように、その値が-1 を下回るとするものも存在する。しかし、大日  (2003) ・西村他 

(2002) ・南部他  (2004) ・清水谷他  (2004) のように、比較的に新しいものはその値が-1 を上

回るとしている。それを採用すれば、右辺の分子は正となる。 

このとき、介護報酬に対する賃金の弾力性の値は正であり、p の上昇は w の上昇をもたらし、併

せて aL の増加をもたらす。(図 04) はこれを図示したものである。 

 

(図 04) 介護報酬の引き上げ改定の効果  

 

 

介護サービス市場  介護労働市場  

出所 : 筆者作成  

 

(式 07) から、介護報酬の改定に対する賃金の変動は、介護サービス市場の状況によって相違

することが分かる。例えば、介護サービスの供給に対して総量規制が敷かれている場合、介護サー

ビスの取引数量は p の影響を受けない。従って、(式 07) の右辺の分子は 1 となり、w の変動は

大きくなる。介護サービスの供給が需要を満たす水準まで増加していない場合、やはり介護サービ



10 / 28 

スの取引数量は p の影響を受けない。従って、(式 07) の右辺の分子は 1 となり、w の変動は大

きくなる。 

また、介護報酬の改定に対する賃金の変動は、介護労働市場の状況によっても相違することが

分かる。例えば、介護職員が非正規職員である場合、労働供給の賃金弾力性は大きい。従って、 

(式 07) の右辺の分母が大きくなり、w の変動は小さくなる。 

なお、事業所の経営成績が低迷し m がその下限に固定されている場合、下式が得られる。 

dw

dp
= m ∙

൬0.1
∂Dୗ

∂P
൰

ቀ
∂S

∂w
ቁ

 (式 08) 

この値は負である。従って、m が変動する場合とは逆に、p の上昇は w の下落をもたらす。w の下

落は、介護サービスの取引数量および介護労働の雇用数量の減少を通じてもたらされる。 

 

3-4. 推定モデル 

Dୗ に影響を与える介護報酬以外の変数をxୗ 、S に影響を与える賃金以外の変数をx とす

る。これらを(式 04) に明示すると下式が得られる。 

wS (w, xୗ)  = pDୗ (0.1p, x) (式 09) 

これを w について解いた関数をW (p, xୗ, x) とする。また、各介護職員の能力の説明変数をx、各

介護職員の能力を示す関数をA (x) とする。このとき、各介護職員が受け取る賃金の対数値は下

式のように表される。 

lnWA = lnW (p, xୗ, x)  + lnA (x) (式 10) 

上式はミンサー型賃金関数であるが、実際の賃金は、これに法人属性・地域属性等を加味したヘ

ドニック賃金関数により決定されると考えられる。それら変数をxୌとする、それら変数が賃金に与え

る影響を示す乗数をH (xୌ) とする。上式にこれを付加すると、下式が得られる。 

lnWAH = lnW (p, xୗ, x)  + lnA (x)  + lnH (xୌ)  (式 11) 

これをマクローリン展開すると、下式が得られる。 

lnWAH = lnW (0,0,0) A (0) H (0)  +
∂lnW

∂p
 (0,0,0) ∙ p +

∂lnW

∂xୗ

 (0,0,0) ∙ xୗ 

+
∂lnW

∂x

 (0,0,0) ∙ x +
∂lnA

∂x

 (0) ∙ x +
∂lnH

∂xୌ

 (0) ∙ xୌ 

(式 12) 

上式に基づき、下式を推定して、介護報酬改定が介護職員賃金に与えた影響を検証することとす

る。添え字の i は各介護職員を示す符号である。 

lnWAH୧ = β + β୮p + βୗxୗ୧ + βx୧ + βx୧ + βୌxୌ୧ + ε (式 13) 

 

3-5. 説明変数と被説明変数   

 本稿では、(表 02) に記載するものを (式 13) の説明変数と被説明変数とする。なお、賃金関

数の推定においてはxとして学歴を含めることが一般的であるが、データが取得できないため含め

ていない。殷他  (2014) は、介護職員の学歴の高低と資格の有無が相関する可能性を示してい

る。これに従えば、説明変数に学歴が含まれなくても、資格を含めていれば推定に支障は生じない。 

 これら変数のうち、本稿の関心の対象は 2006 年以降・2009 年以降 2012 年以降を示すダミー

変数である。前述のように、モデルに従えば、介護報酬改定に対する賃金の変動は、正規職員で
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は大きく非正規職員では小さい。また、2006 年には引き下げ改定が為され、2009 年・2012 年に

は引き上げ改定が為された。従って、正規職員の 2006 年改定ダミーの係数は負に有意となり、

2009 年・2012 年改定ダミーの係数は正に有意となると予想される。また、非正規職員の改定ダミ

ーの係数はいずれも有意とならないと予想される。 

 

(表 02) 推定に使用する変数  

 変数  内容  

lnWAH 賃金  
ln(実月給÷実月間労働時間数÷消費者物価指数÷事
業所所在県の県庁所在地の地域差指数×10,000) 

p 

2006 改定ダミー 2006 年以降のみ 1 をとるダミー変数  

2009 改定ダミー 2009 年以降のみ 1 をとるダミー変数  

2012 改定ダミー 2012 年以降のみ 1 をとるダミー変数  

地域割増率  事業所所在県の介護報酬単価÷10－1 

xୗ 
要介護認定者数  事業所所在県の要介護認定者数÷総人口×1,000 

特養定員数  事業所所在県の特養定員数÷総人口×1,000 

x 有効求人倍率  事業所所在県の有効求人倍率  

x 

年齢  年齢  

年齢の 2 乗  年齢 2 

勤続年数  勤続年数  

勤続年数の 2 乗  勤続年数 2 

介護福祉士ダミー 資格を保有している場合のみ 1 をとるダミー変数  

ヘルパー1 級ダミー 資格を保有している場合のみ 1 をとるダミー変数  

ヘルパー2 級ダミー 資格を保有している場合のみ 1 をとるダミー変数  

xୌ 

男性ダミー 女性の場合は 0・男性の場合は 1 をとるダミー変数  

月間勤務時間数  月間勤務時間数  

法人従業員数  法人従業員数  

営利法人ダミー 営利法人の場合のみ 1 をとるダミー変数  

社会福祉法人ダミー 社会福祉法人の場合のみ 1 をとるダミー変数  

医療法人ダミー 営利法人の場合のみ 1 をとるダミー変数  

各県ダミー 当該県の場合のみ 1 をとるダミー変数  

出所 : 筆者作成  

注記 : 消費者物価指数は 2015 年を 100・地域差指数は各年の全国平均を 100 とする比率

である。各県ダミーは北海道以外の 46 県のそれぞれに設定されるが、略記している。 

 

 

 

 

4. データと推定手法 

 

4-1. 分析の対象  

 分析の対象とするサービス種類は、訪問介護・通所介護・特別養護老人ホームの 3 種類とする。

前述のように、介護報酬改定が賃金に与える影響は、各サービス種類の介護サービス市場の状況

によって相違しうる。このため、その検証はサービス種類別に行う必要がある。(図 05) ・ (図 06) 
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に示すように、2009 年度の介護サービス費用 (給付費と利用者負担の合計) の大半は訪問サー

ビス・通所サービス・施設サービスが占め、それぞれの大半は訪問介護・通所介護・特別養護老人

ホームが占める。従って、これら 3 種類から全体の傾向を類推しうる。 

 

 (図 05) 2009 年の介護サービス費用の内訳  

 

出所 : 介護保険事業状況報告から筆者が作成した。 

 

 (図 06) 2009 年の訪問・通所・施設サービス費用の内訳  

   

訪問サービス費用  通所サービス費用  施設サービス費用  

出所 : 介護保険事業状況報告から筆者が作成した。 

 

 分析の対象とする雇用形態は、月給制の正規雇用・時給制の非正規雇用の 2 形態とする。前述

のように、介護報酬改定が賃金に与える影響は、正規雇用と非正規雇用で相違しうる。このため、

その検証は雇用形態別に行う必要がある。時給制の正規雇用・月給制の非正規雇用等も存在す

るが、前述の 2 形態が正規雇用・非正規雇用最も典型的なものであると考えられる。 

 分析の対象とする年次は、2005・2008・2010・2011・2012・2013・2014 年とする。2006 年改

定・2009 年改定・2012 年改定の影響を検証するためには、2003 年改定当年から 2015 年改定

前年までの 12 年を対象としうる。しかし、そのうち 2003・2004・2006・2007・2009 年については、

データの取得先とする介護労働実態調査において必要なデータの一部の調査または提供が為さ

れていない。そこで、それらを除いた 7 年を対象とする。 

 

通所介護

72%

通所

リハ
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4-2. 使用するデータ 

 データの取得先は (表 03) の通りである。 

 

(表 03) データの取得先  

介護労働実態調査  
賃金、年齢、勤続年数、資格の有無、性別、月
間労働時間数、従業員数、法人の種別、所在県  

消費者物価指数  消費者物価指数、地域差指数 (2013 年以前) 

小売物価統計調査  地域差指数 (2014 年) 

平成 12 年厚生省告示第 22 号  地域割増率  

介護保険事業状況報告  要介護認定者数  

一般職業紹介状況  有効求人倍率  

介護サービス施設・事業所調査  特養の定員数  

出所 : 筆者作成  

注記 : 介護労働実態調査については、東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアー

カイブ研究センターSSJ データアーカイブから 2005・2008・2010・2011・2012・2013・2014 年

の個票データの提供を受けた。 

 

 介護労働実態調査は、事業所の経営者が職員の賃金等を回答する事業所調査と、介護職員が

自身の賃金等を回答する労働者調査から構成される。賃金等のデータはいずれからも取得できる

が、同一の介護職員の賃金等が両者に重複して回答されている場合があるため、一方しか使用す

ることはできない。原則としては、標本数の多い事業者調査を使用することが望ましいが、2010 年

以降の事業所調査において必要なデータの一部の調査または提供が為されていない。そこで、

2005・2008 年については事業所調査、2010 年以降については労働者調査の結果を採用する。 

 また、介護労働実態調査においては、賞与を賃金に含めるか否かが年によって異なるという問題

がある。2005 年においては 10 月の賃金が調査され、賞与が支給された場合はそれを含む扱いと

なっている。2008 年においては 9 月の賃金が調査され、賞与の扱いは明確ではない。2010 年以

降においては平均的な賃金が調査され、賞与は含めない扱いとなっている。しかし、10 月・9 月に

賞与を支給することは稀であるため、2005 年・2008 年の賃金も賞与を含まないものと見做すことと

する。 

 なお、1 時間当たりの賃金が 10,000 円以上または 100 円以下であるデータは除外した。安井他  

(2016) によると、2015 年の日本の正社員の 1 時間当たり賃金の平均は約 1899 円・標準偏差は

1033 円であり、賃金が標準偏差の 7 倍を超えて平均より高いとしているデータは回答の誤りである

蓋然性が高い。また、厚生労働省によると、2014 年の地域別最低賃金の平均は 780 円であり、賃

金がその 7 分の 1 に満たないとしているデータは回答の誤りである蓋然性が高い。それらについて

は、100 円単位で回答するべき設問に円単位で回答する等の誤りが為されたと推測される。 

また、勤務先が地方公共団体・社会福祉法人以外が経営する特養であるとしているデータは除

外した。老人福祉法第 15 条により、市区町村・地方行政独立法人・社会福祉法人以外の者によ

る特養の経営は禁じられおり、かつ分析の対象とする年次において地方独立行政法人が経営する

特養は存在しなかったので、前述のようなデータは回答の誤りである。それらについては、株式会

社等が経営する老人ホーム等を特養と混同する誤りが為されたと推測される。 

 変数の記述統計は (表 04) の通りである。 
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 (表 04) 変数の記述統計  

変数  標本数  平均  標準偏差  最大  最小  

賃金  47,690 7.08 0.33 9.20 4.61 

2006 改定ダミー 47,690 0.79 0.41 1.00 0.00 

2009 改定ダミー 47,690 0.41 0.49 1.00 0.00 

2012 改定ダミー 47,690 0.26 0.44 1.00 0.00 

地域割増率 (訪問) 47,690 0.04 0.03 0.13 0.00 

地域割増率 (通所) 47,690 0.03 0.03 0.08 0.00 

地域割増率 (特養) 47,690 0.02 0.02 0.08 0.00 

要介護認定者数  47,690 40.43 9.42 69.38 22.13 

特養定員数  47,690 3.48 0.89 6.71 1.90 

有効求人倍率  47,690 0.86 0.27 1.68 0.31 

年齢  47,690 44.46 12.46 80.00 2.00 

年齢の 2 乗  47,690 2,132.01 1,111.74 6,400.00 4.00 

勤続年数  47,690 4.39 4.26 45.00 0.00 

勤続年数の 2 乗  47,690 37.47 81.39 2,025.00 0.00 

介護福祉士ダミー 47,690 0.38 0.48 1.00 0.00 

ヘルパー1 級ダミー 47,690 0.04 0.19 1.00 0.00 

ヘルパー2 級ダミー 47,690 0.50 0.50 1.00 0.00 

男性ダミー 47,690 0.16 0.36 1.00 0.00 

勤務時間数  47,690 120.63 60.22 960.00 1.00 

法人従業員数  47,690 138.96 172.54 600.00 1.00 

営利法人ダミー 47,690 0.34 0.47 1.00 0.00 

社会福祉法人ダミー 47,690 0.42 0.49 1.00 0.00 

医療法人ダミー 47,690 0.05 0.23 1.00 0.00 

各県ダミー 47,690 0.01 0.11 1 0 

出所 : 筆者作成  

注記 : 各県ダミーは北海道以外の 46 県のそれぞれに設定されるが、略記している。 

 

 

4-3. 推定手法  

 各年について異なる個人のデータを使用するため、サービス種類・雇用形態別に 7 年間のデー

タをプーリングし、最小 2 乗法により推定する。サービス種類は 3 種類・雇用形態は 2 形態である

ので、6 類型の介護職員賃金について個別に推定する。 

 

 

 

5. 推定結果 

 

5-1. 正規職員の推定結果  

 正規職員に関する (式 13) の推定結果は (表 05) の通りである。 

(1) 改定ダミーの係数  

 2006 年改定ダミーの係数は、通所・特養では負に有意となっており、介護報酬の切り下げ改定

が賃金の低下をもたらしたと考えられる。これは先行研究の結果とも整合する。2009 年改定ダミー

の係数は、訪問・通所では有意となっておらず、切り上げ改定が賃金に与えた影響は明確ではな
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い。さらに、特養では負に有意となっている。2012 年改定ダミーの係数は、通所では正に・特養で

は負に有意となっており、やはり切り上げ改定が賃金に与えた影響は明確ではない。 

 

(表 05) 正規職員の推定結果  

 
訪問介護  通所介護  特養ホーム 

係数  
標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  

2006 年改定ダミー -0.030   0.019 -0.051 ** 0.017 -0.074 ** 0.011 

2009 年改定ダミー -0.010   0.021 0.001   0.018 -0.040 ** 0.015 

2012 年改定ダミー 0.032   0.019 0.040 ** 0.015 -0.061 ** 0.014 

地域割増率  -0.066   0.391 -0.152   0.627 1.467 ** 0.482 

要介護認定者数  -0.006 * 0.003 -0.002   0.003 0.006 * 0.002 

特養定員数  0.005   0.021 -0.014   0.016 -0.001   0.014 

有効求人倍率  -0.022   0.034 -0.045   0.029 -0.057 * 0.023 

年齢  0.012 ** 0.002 0.019 ** 0.002 0.019 ** 0.001 

年齢の 2 乗  -0.000 ** 0.000 -0.000 ** 0.000 -0.000 ** 0.000 

勤続年数  0.011 ** 0.002 0.012 ** 0.002 0.018 ** 0.001 

勤続年数の 2 乗  0.000   0.000 0.000   0.000 -0.000 * 0.000 

介護福祉士ダミー 0.065 ** 0.017 0.036 ** 0.009 0.040 ** 0.006 

ヘルパー1 級ダミー  0.022   0.020 -0.013   0.020 -0.029   0.016 

ヘルパー2 級ダミー  -0.038 * 0.017 -0.051 ** 0.009 -0.033 ** 0.007 

男性ダミー 0.122 ** 0.008 0.117 ** 0.006 0.065 ** 0.004 

勤務時間数  -0.005 ** 0.000 -0.005 ** 0.000 -0.008 ** 0.000 

法人従業員数  0.000 ** 0.000 0.000 ** 0.000 0.000 ** 0.000 

営利法人ダミー  0.012   0.009 0.011   0.008 なし   

社会福祉法人ダミー  0.040 ** 0.011 0.060 ** 0.009 -0.097 ** 0.014 

医療法人ダミー  0.007   0.014 0.006   0.011 なし   

各県ダミー 省略    省略    省略    

定数項  7.792 ** 0.121 7.530 ** 0.101 7.878 ** 0.087 

標本数  6,672 7,351 7,866 

修正決定係数  0.395 0.444 0.624 

出所 : 筆者作成  

注記 : **は 1%水準・*は 5%水準で有意であることを示す。営利法人・医療法人が経営す

る特養は存在しないため、それらのダミー変数は推定に使用されていない。各県ダミーは北

海道以外の 46 県のそれぞれに設定されるが、略記している。 

 

 

 (2) 改定ダミー以外の係数  

 地域割増率の係数は明確な傾向を示しておらず、各地域の物価水準を概ね適切に反映してい

ると推測される。これに対して、山田他 (2009) は、各地域の物価水準を充分に反映していないと

いう結果を示しており、より詳細な検証が望まれる。年齢の係数は少なくとも 35 歳まで、勤続年数

の係数は少なくとも勤続 10 年までは賃金が上昇することを示しており、年功の評価を反映してい

る。介護福祉士ダミーの係数は全て正に有意となっており、かつヘルパー1 級ダミーは有意となっ

ていない。正規職員に要求される技能の水準は高く、介護福祉士資格がなければ技能が高いとい
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う評価を受けられないことを示している。男性ダミーは全て正に有意となっており、女性を不利にす

る何らかの要素があることを示している。勤務時間数は全て負に有意となっており、事業者間・個人

間の勤務時間数の差異が、必ずしも賃金総額に反映されていないことを示唆している。実月給が

一定であり、かつ 150 時間を中心に事業者間・個人間の月間勤務時間数の差異がある場合、勤

務時間数の 1 時間の増加は 1 時間当たり賃金の 0.67%の減少をもたらす。この変化率は推定値

とほぼ同等である。勤務時間数と賃金総額が比例しているならば係数は 0 になるはずであり、さら

に勤務時間数の差異が時間外勤務の差異であるならば賃金の割増により係数は正の値となるは

ずである。法人従業員数の係数は全て正に有意となっており、大規模法人では賃金水準が高いこ

とを示している。社会福祉法人ダミーの係数は、訪問・通所では正に有意となっており、専門性や

非営利性が賃金に関係している可能性がある。また、特養では負に有意となっており、地方公務

員の賃金の相対的な高さを示していると推測される。特養を経営できる法人は、地方公共団体と

社会福祉法人のみであるため、係数は前者に対する後者の差異を反映する。この他の係数は明

確な傾向を示していない。全体としては、改定ダミー以外の係数は概ね妥当なものとなっている。 

 

5-2. 非正規職員の推定結果  

 非正規職員に関する (式 13) の推定結果は (表 06) の通りである。 

(1) 改定ダミーの係数  

 改定ダミーの係数の多くは有意となっておらず、賃金に対する労働供給の高い弾力性が介護報

酬改定の影響を吸収していると推測される。しかし、訪問の 2006 年改定ダミー・2009 年改定ダミ

ーの係数が負に有意となっており、通所の 2009 年改定ダミーの係数が正に有意となっている。 

(2) 改定ダミー以外の係数  

 要介護認定者数の係数は、訪問では正に有意となっている。後述のように訪問介護では非正規

職員の比率が高く、需要が増加したときに高い賃金を提示して非正規職員を増員していると推測

される。年齢の係数は明確な傾向を示しておらず、勤続年数の係数は少なくとも勤続 10 年までは

賃金が上昇することを示している。非正規職員の場合は人材が多様であり年齢と技能が比例しな

いこと、しかし経験を蓄積すればそれによる技能の向上は評価されることを反映している。介護福

祉士ダミーの係数は全て 1%水準で・ヘルパー1 級ダミーは概ね 5%水準で正に有意となっている。

非正規職員に要求される技能の水準は正規職員のそれほど高くはなく、ヘルパー1 級資格であっ

ても技能が高いという評価を受けられることを示している。男性ダミーは全て正に有意となっており、

正規職員の場合と同様に、女性を不利にする何らかの要素があることを示している。勤務時間数

は全て負に有意となっており、正規職員の場合と同様に、事業者間・個人間の勤務時間数の差異

が、必ずしも賃金総額に反映されていないことを示唆している。しかし、係数の値は正規職員の場

合よりは 0 に近く、時給制であるがゆえに勤務時間数と賃金総額の関係は相対的には比例関係に

近いと推測される。法人従業員数の係数は全て正に有意となっており、大規模法人では賃金水準

が高いことを示している。法人種別ダミーの多くは正に有意となっており、ダミー変数の設定されて

いない NPO 法人・協同組合等において相対的に賃金が低い可能性がある。この他の係数は特定

の傾向を示していない。改定ダミー以外の係数は、全体としては概ね妥当なものとなっている。な

お、非正規職員の決定係数は正規職員のそれより低く、非正規職員の賃金にはミンサー型賃金

関数が充分には当てはまらないと推測される。 
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(表 06) 非正規職員の推定結果  

 
訪問介護  通所介護  特養ホーム 

係数  
標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  

2006 年改定ダミー -0.063 ** 0.013 0.008   0.020 -0.041   0.033 

2009 年改定ダミー -0.059 ** 0.017 0.055 * 0.023 -0.031   0.045 

2012 年改定ダミー -0.005   0.019 -0.003   0.021 -0.052   0.050 

地域割増率  0.588   0.336 0.623   0.793 3.038   1.585 

要介護認定者数  0.008 ** 0.003 0.001   0.004 0.012   0.008 

特養定員数  -0.002   0.017 0.016   0.022 -0.011   0.044 

有効求人倍率  -0.104 ** 0.029 0.040   0.038 -0.006   0.069 

年齢  0.002   0.002 0.004   0.002 0.004   0.003 

年齢の 2 乗  -0.000   0.000 -0.000 * 0.000 -0.000   0.000 

勤続年数  0.013 ** 0.001 0.014 ** 0.003 0.011 ** 0.003 

勤続年数の 2 乗  -0.000 ** 0.000 -0.001 ** 0.000 -0.000   0.000 

介護福祉士ダミー 0.050 ** 0.015 0.048 ** 0.011 0.068 ** 0.015 

ヘルパー1 級ダミー  0.038 * 0.017 0.021   0.024 0.080 * 0.040 

ヘルパー2 級ダミー  0.006   0.014 0.004   0.009 0.022   0.012 

男性ダミー 0.049 ** 0.013 0.071 ** 0.013 0.111 ** 0.017 

勤務時間数  -0.002 ** 0.000 -0.002 ** 0.000 -0.001 ** 0.000 

法人従業員数  0.000 ** 0.000 0.000 ** 0.000 0.000 ** 0.000 

営利法人ダミー  0.018 ** 0.006 0.020 * 0.009 なし   

社会福祉法人ダミー  0.008   0.006 0.041 ** 0.010 0.087   0.056 

医療法人ダミー  -0.007   0.011 0.044 ** 0.015 なし   

各県ダミー 省略    省略    省略    

定数項  6.844 ** 0.106 6.649 ** 0.139 6.321 ** 0.291 

標本数  17,236 6,752 1,813 

修正決定係数  0.112 0.158 0.128 

出所 : 筆者作成  

注記 : **は 1%水準・*は 5%水準で有意であることを示す。営利法人・医療法人が経営す

る特養は存在しないため、それらのダミー変数は推定に使用されていない。各県ダミーは北

海道以外の 46 県のそれぞれに設定されるが、略記している。 

 

 

5-3. 県民総生産を加えた推定結果  

 大幅な引き上げ改定が為されたにも関わらず、2009 年ダミーの係数は通所の非正規職員を除

いて正に有意となっておらず、さらに特養の正規職員と訪問の非正規職員では負に有意となって

いる。その要因として、2008 年のリーマンショックの発生が考えられる。そこで、リーマンショックの影

響を統制するため、事業所所在県の 1 人当たり県民総生産を説明変数に加えた推定も行った。そ

の結果は (表 07) ・ (表 08) の通りである。なお、1 人当たり県民総生産は 1 億円単位であり、

平均は 0.041・標準偏差は 0.012・最大は 0.078・最小は 0.027 である。 

 1 人当たり県民総生産の係数は正に有意となっておらず、介護産業は景気変動の影響を大きく

は受けなかった可能性がある。改定ダミーの係数は、特養正規職員の 2009 改定ダミー・訪問非正

規職員の 2009 改定ダミーを除いて、有意な符号に変化はなかった。変化のなかった推定結果に
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ついては、一定の頑健性を有していると考えられ、また、変化のあった推定結果については、充分

な頑健性を有していないと考えられる。そこで、以下では変化のなかった推定結果を考察の対象と

する。 

 

(表 07) 正規職員の県民総生産を加えた推定結果  

 
訪問介護  通所介護  特養ホーム 

係数  
標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  

2006 年改定ダミー -0.028  0.020 -0.052 ** 0.017 -0.072 ** 0.011 

2009 年改定ダミー -0.001  0.025 -0.005  0.020 -0.016  0.016 

2012 年改定ダミー -0.032  0.019 0.041 ** 0.015 -0.061 ** 0.014 

(その他の変数) 省略    省略    省略    

1 人当たり県民総生産  -3.863  4.281 2.029  3.312 -8.709 ** 2.746 

標本数  6,672 7,351 7,866 

修正決定係数  0.395 0.444 0.625 

出所 : 筆者作成  

注記  : **は 1%水準・*は 5%水準で有意であることを示す。改定ダミー・県民総生産の他

に、(表 06) と同様の変数を使用しているが、略記している。 

 

(表 08) 非正規職員の県民総生産を加えた推定結果  

 
訪問介護  通所介護  特養ホーム 

係数  
標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  
係数  

標準  

偏差  

2006 年改定ダミー -0.060 ** 0.014 0.009  0.203 -0.041  0.033 

2009 年改定ダミー -0.035  0.020 0.061 * 0.247 -0.027  0.050 

2012 年改定ダミー -0.003  0.019 -0.005  0.021 -0.052  0.050 

(その他の変数) 省略    省略    省略    

1 人当たり県民総生産  -7.391 * 3.533 -2.591  4.053 -1.447  8.874 

標本数  17,236 6,752 1,813 

修正決定係数  0.112 0.158 0.128 

出所 : 筆者作成  

注記  : **は 1%水準・*は 5%水準で有意であることを示す。改定ダミー・県民総生産の他

に、(表 07) と同様の変数を使用しているが、略記している。 

 

 

5-4. 結果の小括  

 2006 年改定は正規職員賃金の低下をもたらすという予測については、これと合致する結果が得

られた。2009 年改定・2012 年改定は正規職員賃金の上昇をもたらすという予測については、これ

らと相違する結果が得られた。介護報酬改定は非正規職員賃金に明確な影響を与えないという予

測については、大半でこれと合致する結果が得られたが、一部でこれと相違する結果が得られた。 

予測と相違する結果は、具体的には下記の 4 点である。次章でこれらの要因を検討する。 

・ 2009 年の引き上げ改定は正規職員賃金に明確な影響を与えなかった。 

・ 2012 年の引き上げ改定も正規職員賃金に明確な影響を与えなかった。 

・ 2006 年の引き下げ改定は訪問介護の非正規職員賃金の低下をもたらした。 
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・ 2009 年の引き上げ改定は通所介護の非正規職員賃金の上昇をもたらした。 

 

 

 

6. 考察 

 

6-1. 2009 年改定が正規職員賃金に与えた影響  

 前述のように、2009 年には、3.0%の大幅な引き上げ改定が為された。これに加えて、処遇改善

交付金事業も実施された。処遇改善交付金については、厚生労働省によると事業所の約 8 割が

受給を申請し、賃金を上昇させることが受給の要件とされていたため、事業所の 8 割は賃金を上昇

させたと推測される。従って、2009 年改定は正規職員賃金に明確な影響を与えなかったのではな

く、現実には賃金の上昇をもたらしたがそれが検出されなかったと考えるのが妥当である。 

2009 年改定による賃金の上昇が検出されなかった要因は、多くの事業所が、平常給与を僅か

にしか上昇させず賞与のみを大きく上昇させたことであると考えられる。 

介護労働実態調査の賃金には一部を除いて賞与は含まれていないため、賞与の上昇は回帰

分析では検出されない。また、2009 年改定は介護保険制度の発足以降で初めての引き上げ改定

であったこと・処遇改善交付金は時限措置とされていたことから、事業所が収益の増加を一時的な

ものと認識した蓋然性は高い。そうであれば平常給与ではなく賞与を上昇させることが合理的であ

る。実際に、(表 09) に示すように 2009 年に賞与を上昇させた事業所の割合はその後よりも高く、

(図 07) に示すように 2010 年・2011 年の訪問介護員の賞与はその前後よりもやや多い。 

本稿のモデルに基づけば、事業所の経営成績が低迷している場合、介護報酬の切り上げ改定

は賃金の低下をもたらす。後述のように訪問介護の収支差比率は低く、このことが訪問介護の賃

金の上昇を抑制した可能性もある。 

 

(表 09) 給与引上の方法  

 訪問  通所  特養  

給与表
の改定  

手 当 の
引上  

賞 与 の
引上  

給与表
の改定  

手 当 の
引上  

賞 与 の
引上  

給与表
の改定  

手 当 の
引上  

賞 与 の
引上  

2009 21.9 55.8 25.5 14.9 50.7 25.9 10.3 55.8 25.8 
2012 20.8 26.3 16.5 13.9 24.7 13.8 7.8 24.6 10.8 
2013 17.5 24.6 16.0 14.5 19.8 13.4 8.1 18.1 8.3 
2015 20.4 54.6 21.2 19.1 47.0 19.3 11.3 50.7 16.8 
出所 : 介護職員処遇状況等調査に基づき筆者が作成した。 

注記 : 給与を引き上げた事業所のうちそれぞれの方法をとったものの割合を%単位で示す。 
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(図 07) 訪問介護職員・施設介護職員の賞与の推移  

 

出所 : 賃金構造基本統計調査に基づき筆者が作成した。 

注記 : 「きまって支給する現金給与額」に対する「年間賞与額」の比率を示す。 

 

 

6-2. 2012 年改定が正規職員賃金に与えた影響  

2012 年改定が賃金に明確な影響を与えなかった要因は、改定率が小幅であったことと、改定と

同時に処遇改善交付金が廃止されたことであると考えられる。 

2012 年改定の改定率は 1.2%であり、他の改定と比べて小幅であった。さらに、同時に処遇改

善交付金が廃止されたため、これも引き上げの効果を抑制したと推測される。前述のように、処遇

改善交付金は平常給与を僅かにしか上昇させなかったと考えられるが、処遇改善交付金は介護

報酬改定と同等の規模を有しており、上昇が皆無であったとは判断できない。2009 年から 2011

年までの交付金の予算額は 3975 億円であり、この期間の介護サービス費用の 1.8%に相当する。

また、2012 年 3 月 22 日の参議院厚生労働委員会会議録によれば、処遇改善交付金を改変した

処遇改善加算の創設による改定率は 2.0%である。 

全体の改定率が小幅である場合、各サービス種類の本体単位数・単価の個別的な改定の影響

が表れやすくなる。2012 年改定では、(表 10) に示す通り、訪問・通所の本体単位数はほぼ不変

であったのに対し特養の本体単位数は減少した。厚生労働省は、1.2%の引き上げのうち 1.0%は

居宅サービスと地域密着型サービス、0.2%は施設サービスのそれであるとしており、各種加算を加

味しても特別養護老人ホームの介護報酬の増加は小幅であった。これらのことから、2012 年改定

は、訪問・通所に対しては実質的な引き上げ改定・特養に対しては実質的な引き下げ改定であっ

たと推測される。これは、2012 年改定ダミーの係数が通所では正に有意・特養では負に有意であ

ったことと整合する。 

本稿のモデルに基づけば、介護サービスの供給が需要を満たす水準まで増加していない場合、

介護報酬の改定に対する賃金の変動は大きくなる。後述のように通所介護の市場は拡大を続けて

おり、このことが通所介護の賃金の上昇を増幅した可能性もある。また、本稿のモデルに基づけば、

介護サービスの供給に対して総量規制が敷かれている場合、介護報酬の改定に対する賃金の変

動は大きくなる。特養ホームの供給に対しては総量規制が敷かれており、このことが特養ホームの

賃金の低下を増幅した可能性もある。 
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(表 10) 単位数の改定の例  

 2003 年  
改定後  

2006 年  
改定後  

2009 年  
改定後  

2012 年  
改定後  

訪問  
身体介助を受ける
場合の単位数  

30 分 231 231 254 254 

1 時間  402 402 402 402 

2 時間  667 667 667 667 

通所  
6 または 7 時間利
用した場合の 1 時
間当たり単位数  

要介護 1 84 85 85 86 

要介護 3 120 111 111 116 

要介護 5 120 138 138 147 

特養  
個室を使用した場
合の 1 日当たり単
位数  

要介護 1 784 657 651 630 

要介護 3 879 798 792 770 

要介護 5 974 929 933 907 

出所 : 平成 12 年厚生労働省告示第 19 号・第 21 号の改正履歴に基づき筆者が作成した。 

 

 

6-3. 2006 年改定が訪問介護の非正規職員賃金に与えた影響  

 2006 年改定が訪問介護の非正規職員賃金の低下をもたらした要因は、正規職員比率が低く正

規職員賃金だけでは引き下げ改定のショックを吸収できなかったことであると考えられる。 

 正規職員賃金は、賞与や時間外勤務の増減を通じて経営者の裁量で調整することができる。ま

た、正規職員の雇用の流動性は相対的に低く、賃金が低下しても離職は即座には増加しない。こ

れに対し、非正規職員賃金は、時給制であるために経営者の裁量で調整することが難しい。また、

非正規職員の雇用の流動性は相対的に高く、賃金が低下すると離職が即座に増加する。このた

め、介護報酬の引き下げ改定のショックは、非正規職員賃金ではなく正規職員賃金の減少により

吸収することが有利である。しかし、正規職員比率が低ければ、正規職員賃金の減少だけでは充

分ではなく非正規職員の減少によっても吸収する必要が生じうる。訪問介護においては、(図 08) 

に示すように正規職員比率が通所介護・特養ホームより低く、そのような状況であったと考えられる。 

 

(図 08) 常勤職員比率の推移  

 

出所 : 介護サービス施設・事業所調査に基づき筆者が作成した。 

注記 : 全職員の常勤換算数に占める常勤職員のそれの割合を示す。 

 

 

6-4. 2009 年改定が通所介護の非正規職員賃金に与えた影響  
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 2009 年改定が通所介護の非正規職員賃金の上昇をもたらした要因は、経営の余力が賃金の引

き上げに投入されたことであると考えられる。 

 (図 09) の通り、2007 年の通所介護の収支差比率は訪問介護・特養ホームよりも高い。一定の

固定費用が必要である通所介護の市場は、固定費用が少額である訪問介護の市場と比べて、競

争が過当になりづらい。また、2006 年改定において特養ホームの単位数は大きく減少したが、通

所介護の単位数はほぼ不変であった。これらに加えて引き上げ改定が為されたため、通所介護に

は賃金を上昇させうる経営の余力があった。さらに、(図 10) に示す通り、通所介護の市場は拡大

を続けていた。そこで、経営の余力を賃金の引き上げに投入し、非正規職員の増員と供給の拡大

を図ったと推測される。 

 

(図 09) 収支差比率の推移  

 
出所 : 介護事業経営概況調査に基づき筆者が作成した。 

注記 : 収入に対する利益の割合を示す。 

 

(図 10) 事業所数と要介護認定者数の推移  

 
出所 : 介護サービス施設・事業所調査に基づき筆者が作成した。 

注記 : 2003 年を 100 としたときの比率を示す。 

 

 前述のように、2009 年改定は正規職員の賞与の上昇をもたらしたと考えられるが、非正規職員

の多くには賞与が支給されない。非正規職員に対しては平常の給与を上昇させざるをえず、このこ
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とが非正規職員の賃金の上昇を喚起した可能性もある。 

 

6-5. 平均賃金と改定ダミーの関係  

 本稿の推定結果では、改定ダミーの係数は一部でしか正に有意とならなかった。しかし、(図

11) に示す通り、常勤職員の平均賃金は 2006 年以降・非常勤職員の平均賃金は 2009 年以降、

上昇する傾向にある。 

 

(図 11) 介護職員の平均賃金の推移  

  

常勤職員  非常勤職員  

出所 : 介護事業経営概況調査に基づき筆者が作成した。 

注記 : 2003 年を 100 としたときの比率を示す。 

 

 改定ダミーの動向と平均賃金の動向は矛盾するものではない。本稿のモデルに基づけば、介護

職員賃金は、改定ダミーだけでなく有効求人倍率・勤続年数・資格の有無・法人従業員数等にも

依存している。改定ダミーが 1 人当たり賃金に負の影響を与えても、同時にその他の説明変数が

賃金に正の影響を与え、後者が前者を上回り賃金が上昇することがありうる。(図 12) はこれを図

示したものである。 

 

 (図 12) 改定ダミーと平均賃金の関係  

 

出所 : 筆者作成  
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 (表 11) は、下記の手順により、2009 年改定前後の平均賃金の変化率と各説明変数の影響を

試算したものである。 

(1) 2008 年の各説明変数の平均値と、2010・2011 年の各説明変数の平均値を求める。 

(2) 両者の差に推定された係数を乗じ、それを各説明変数の変動が賃金に与えた影響とする。 

(3) それら影響の合計を平均賃金の変化率の予測値とする。 

(4) 2008 年の被説明変数の平均値と、2010・2011 年の被説明変数の平均値を求める。 

(5) 両者の差を平均賃金の変化率の実現値とし、それと予測値との差を誤差とする。 

 

 (表 11) 2009 年改定前後の賃金変化率 

 
正規職員 非正規職員 

訪問 通所 特養 訪問 通所 特養 

平均賃金の変化率の実現値 -0.02 -0.01 0.02 -0.06 0.01 0.04 

平均賃金の変化率の誤差 -0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.01 

平均賃金の変化率の予測値 -0.01 -0.00 0.03 -0.05 0.02 0.03 

2009 改定ダミーの影響  -0.01 0.00 -0.04 -0.06 0.06 -0.03 

地域割増率の影響  -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.01 

要介護認定者数の影響  -0.03 -0.01 0.03 0.04 0.00 0.06 

特養定員数の影響  0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

有効求人倍率の影響  0.00 0.01 0.01 0.02 -0.01 0.00 

年齢の影響  0.00 0.00 0.01 -0.00 0.00 0.00 

勤続年数の影響  -0.00 0.01 0.02 -0.00 0.01 0.01 

介護福祉士ダミーの影響  0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 

ヘルパー1 級ダミーの影響  -0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 

ヘルパー2 級ダミーの影響  0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 

男性ダミーの影響  -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 

勤務時間数の影響  0.02 -0.01 -0.02 -0.05 -0.03 -0.01 

法人従業員数の影響  -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 

営利法人ダミーの影響  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

社会福祉法人ダミーの影響  -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.00 

医療法人ダミーの影響  -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 

出所 : 本文中に記載した手順により筆者が作成した。 

注記 : 年齢・勤続年数の影響は、1 乗の項のそれと 2 乗の項のそれの和である。 

 

 特養の正規職員賃金については、改定ダミーにより 4%の低下が生じているが、要介護認定者の

増加により 3%・勤続年数の伸長により 2%・介護福祉士の増加により 1%の上昇が生じ、全体とし

ては 2%の上昇がもたらされている。これは、(図 12) に示すような状況である。 

 この結果から、介護報酬は賃金の変動の一部しか説明せず、介護報酬以外の要素の影響が無

視しえないことが分かる。さらに、平均賃金の変動からは介護報酬の影響は判断しえないこともわ

かる。 
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7. 結論 

 

7-1. 政策的含意  

 本稿における分析の結果は、下記の 4 点に要約できる。 

(1) 介護報酬改定は、正規職員賃金には一定の影響を与えているが、非正規職員には大きな影

響を与えていない。 

(2) 2009 年改定は、事業所に一時的な収入の増加として認識されたため、正規職員の賞与の上

昇をもたらしたが、平常給与の上昇は僅かにしかもたらさなかったと推測される。 

(3) 2012 年改定は、改定率が小幅であったため、また処遇改善交付金の廃止を伴ったため、一

部のサービス種類においてのみ正規職員賃金の上昇をもたらした。 

(4) 介護報酬改定は、賃金に影響を与える要素の一つに過ぎず、その他の要素の影響が無視し

えない。 

 これらに基づけば、引き上げ改定が広範な介護職員賃金の上昇を惹起するためには、下記の 3

点に配慮する必要がある。第 1 は、介護報酬の水準の継続性を確保することである。引き上げ改

定が一時的な収入の増加として認識されれば、平常給与は上昇しづらく効果は縮小される。2009

年改定が平常給与よりも賞与を上昇させたことはその例である。第 2 は、介護報酬改定以外の政

策との整合性を確保することである。介護事業所は、介護報酬改定だけでなく、補助金・税制優遇

等の様々な政策の対象となっており、それらが整合していなければ効果は相殺される。2012 年改

定の効果が処遇改善交付金の廃止の効果に相殺されたことはその例である。第 3 に、全サービス

種類に効果を波及させる包括性を確保することである。単位数・市場環境等の状態によっては、特

定のサービス種類のみに効果は限定される。2012 年改定が通所における賃金の上昇と特養にお

ける賃金の下落をもたらしたことはその例である。 

 

7-2. 賃金政策の評価  

 本稿のモデルと結果に従えば、介護報酬改定が賃金と雇用数量に与える影響は、正規職員と

非正規職員でやや異なる。正規職員の場合、短期的には、介護報酬の引き上げ改定は賃金の上

昇と雇用数量の増加をもたらす。長期的には、賃金の上昇が労働供給の拡張を惹起するため、賃

金は他産業と同等となり、雇用数量の増加のみをもたらす。非正規職員については、労働供給の

賃金弾力性が高いため、短期的にも長期的にも、雇用数量の増加のみをもたらすと考えられる。

(図 13) はこれを図示したものである。 

 しかし、長期的には賃金は他産業と同等となり雇用数量の増加のみがもたらされることは、正規

職員と非正規職員に共通する。従って、賃金の上昇は雇用数量の増加のための媒介に過ぎず、

賃金政策の目標は雇用数量の増加に置かれなければならない。 

このことから、引き上げ改定の効果は、賃金の変化のみならず雇用数量の変化によっても確認

することが必要である。また、引き上げ改定による雇用数量の増加の惹起が、租税負担の増加等

の費用に見合うだけの人材不足の緩和をもたらすか否かを判断し、そのような政策の実施が望まし

いか否かを評価することも必要である。後者については、費用便益分析や社会厚生関数による経

済的な評価と何らかの福祉的な評価を併用することが求められると思われる。 
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 (図 13) 介護報酬の引き上げ改定の影響  

  

正規職員  非正規職員  

出所 : 筆者作成  

 

 

7-3. 今後の課題  

本稿では、引き上げ改定の効果の賃金による実証的な確認を行った。従って、前述の通り、雇

用数量による確認や規範的な評価を行うことは、今後の課題である。それに加えて、本稿の分析で

対応できなかった部分について、賃金による実証的な確認をより精密に行うことも、今後の課題で

ある。 

本稿の分析では、データの制約から賞与の変化は測定できていない。このため、賞与も含む賃

金の分析が為されることが望まれる。本稿の分析では、介護報酬改定以外の経済変動の影響も改

定ダミーの係数に含まれてしまう。このため、介護職員賃金と他産業従業者賃金のデータを併用し

た DID 分析が為されることが望まれる。本稿の分析では、賃金の変化を追認して介護報酬が改定

される可能性が捨象されている。このため、何らかの代理変数を用いて内生性を排除した分析が

為されることが望まれる。本稿の分析では、外部労働市場での賃金決定のみが考慮され、内部労

働市場での賃金決定が考慮されていない。両者を考慮したより現実的な分析が為されることが望

まれる。有効求人倍率と県民総生産の係数が正に有意とならなかったことは、外部労働市場よりも

内部労働市場がより重要である可能性を示している。 
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